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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　書籍類の頁間に挟み込んで、所定の頁の目印として用いられる栞であって、
　この栞の構成材料は、字消しとして利用することができる消字性を発揮する組成物であ
り、
　この組成物は、少なくとも、字消し素材の基材となる樹脂成分およびゴム成分のいずれ
かを含んでなる
ことを特徴とする栞。
【請求項２】
　携帯可能な小型ノート類の頁間に挟み込んで使用するのに適した形状寸法を備える
ことを特徴とする請求項１に記載の栞。
【請求項３】
　前記構成材料が透明性を有する材料であることを特徴とする請求項１に記載の栞。
【請求項４】
　前記構成材料が不透明性を有する材料であることを特徴とする請求項１に記載の栞。
【請求項５】
　前記構成材料は、耐崩壊性に優れる材料から構成されている
ことを特徴とする請求項１から４のいずれか一つに記載の栞。
【請求項６】
　前記樹脂成分が塩化ビニル系樹脂であることを特徴とする請求項１に記載の栞。
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【請求項７】
　前記塩化ビニル系樹脂が、少なくとも、重合度４００～３０００程度のポリ塩化ビニル
、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体およびエチレンー塩化ビニル共重合体のいずれか一種
を含む
ことを特徴とする請求項６に記載の栞。
【請求項８】
　前記樹脂成分が熱可塑性エラストマーであることを特徴とする請求項１に記載の栞。
【請求項９】
　前記熱可塑性エラストマーが、少なくとも、スチレン系熱可塑性エラストマーおよびオ
レフィン系エラストマーのいずれか１種を含む
ことを特徴とする請求項８に記載の栞。
【請求項１０】
　前記スチレン系熱可塑性エラストマーが、少なくとも、スチレン―ブタジエン―スチレ
ン共重合体、スチレン―イソプレン―スチレン共重合体、スチレン―エチレンブチレン―
スチレン共重合体、スチレン―エチレンプロピレン―スチレン共重合体、スチレン―エチ
レンエチレンプロピレン―スチレン共重合体のいずれか一種を含む
ことを特徴とする請求項９に記載の栞。
【請求項１１】
　前記オレフィン系エラストマーが、少なくとも、オレフィン系熱可塑性エラストマー、
エチレン－αオレフィン共重合体、プロピレン－αオレフィン共重合体、エチレン－αオ
レフィン共重合体（メタロセン触媒）、非晶性ポリαオレフィン、高密度ポリエチレン、
低密度ポリエチレン、超低密度ポリエチレンおよびポリプロピレンのいずれか一種を含む
ことを特徴とする請求項９に記載の栞。
【請求項１２】
　前記ゴム成分が、少なくとも、スチレン―ブタジエンゴム、ブタジエンゴム、エチレン
プロピレンゴム、エチレンプロピレン三元共重合体およびアクリルゴムのいずれか１種を
含んでなる
ことを特徴とする請求項１に記載の栞。
【請求項１３】
　前記ゴム成分がコア・シェル構造であることを特徴とする請求項１に記載の栞。
【請求項１４】
　適用対象となる小型ノート類の頁の縦寸法に対応した長さを有する細い薄板状に形成さ
れている
ことを特徴とする請求項１から１３のいずれか一つに記載の栞。
【請求項１５】
　適用対象となる小型ノート類の頁の縦寸法に対応した長さを有する細い棒状に形成され
ている
ことを特徴とする請求項１から１３のいずれか一つに記載の栞。
【請求項１６】
　適用対象となる小型ノート類の頁の縦横寸法に対応した形状寸法を有する矩形薄板状に
形成されている
ことを特徴とする請求項１から１３のいずれか一つに記載の栞。
【請求項１７】
適用対象となる小型ノート類の頁の縦横寸法に対応した形状寸法を有する矩形薄板状に形
成され、
　前記矩形輪郭の一側部に前記小型ノート類の綴じ具用の綴じ穴が配設されている
ことを特徴とする請求項１から１３のいずれか一つに記載の栞。
【請求項１８】
　適用対象となる小型ノート類の頁の縦寸法に対応した長さを有する細い薄板状に形成さ
れるとともに、その側部に沿って物差し用目盛が設けられている
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ことを特徴とする請求項１から１３のいずれか一つに記載の栞。
【請求項１９】
　適用対象となる小型ノート類の頁の縦寸法に対応した長さを有する細い薄板状に形成さ
れるとともに、ルーペ用凸レンズ部が設けられている
ことを特徴とする請求項１から１３のいずれか一つに記載の栞。
【請求項２０】
　適用対象となる小型ノート類の頁の縦寸法に対応した長さを有する細い薄板状に形成さ
れるとともに、双眼鏡用凸レンズ部が一対設けられている
ことを特徴とする請求項１から１３のいずれか一つに記載の栞。
【請求項２１】
　適用対象となる小型ノート類の頁の縦横寸法に対応した形状寸法を有する矩形薄板状に
形成されるとともに、その表面にメモ書用罫線が設けられている
ことを特徴とする請求項１から１３のいずれか一つに記載の栞。
【請求項２２】
　適用対象となる小型ノート類の頁の縦横寸法に対応した形状寸法を有する矩形薄板状に
形成されるとともに、各種形状の穴部が間隔を持って複数個設けられている
ことを特徴とする請求項１から１３のいずれか一つに記載の栞。
【請求項２３】
　適用対象となる小型ノート類の頁の縦横寸法に対応した形状寸法を有する矩形薄板状に
形成されるとともに、一部に前記小型ノート類の頁に挟み込み係止するためのクリップ部
が設けられている
ことを特徴とする請求項１から１３のいずれか一つに記載の栞。
【請求項２４】
　適用対象となる小型ノート類の頁の縦横寸法に対応した形状寸法を有する矩形薄板状に
形成されるとともに、少なくとも片面が多数の小突起を均一に配されてなる洋服用ブラシ
面とされている
ことを特徴とする請求項１から１３のいずれか一つに記載の栞。
【請求項２５】
　一部に連結部材の一端部が取付け可能とされ、この連結部材により、適用対象となる小
型ノート類に付属の筆記具に連結可能とされている
ことを特徴とする請求項１から１３のいずれか一つに記載の栞。
【請求項２６】
　一部に連結部材の一端部が取付け可能とされ、この連結部材の他端部に留め具が取り付
けられている
ことを特徴とする請求項１から１３のいずれか一つに記載の栞。
【請求項２７】
　適用対象となる小型ノート類の頁の縦寸法に対応した長さを有する細い薄板状に形成さ
れるとともに、前記小型ノート類の筆記具挿入穴内に嵌挿保持される断面形状を備えてい
る
ことを特徴とする請求項１から１３のいずれか一つに記載の栞。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は栞に関し、さらに詳細には、手帳やシステム手帳等の携帯可能な小型ノート類
用として最適な栞に関する。
【背景技術】
【０００２】
　栞は、主として各種の書籍類の頁間に挟み込んで、所定の頁の目印として用いられる薄
板状のもので、その材質は紙、布、木あるいは金属等と多種多様なものがあり、その形状
も多種多様である。
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【０００３】
一般ユーザの嗜好の多様化に伴い、栞にも従来と異なる態様のものが求められており、特
に近時一般社会人や学生等の必需品となっている手帳やシステム手帳等の携帯可能な小型
ノート類専用の栞は本出願人の知る限りにおいてなく、その開発が要望されていた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明はかかる従来の問題点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは
、手帳やシステム手帳等の携帯可能な小型ノート類に適するとともに、多機能な構造を備
えた栞を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この目的を達成するため、本発明の栞は、書籍類の頁間に挟み込んで、所定の頁の目印
として用いられる栞であって、この栞の構成材料は、字消しとして利用することができる
消字性を発揮する組成物であり、この組成物は、少なくとも、字消し素材の基材となる樹
脂成分およびゴム成分のいずれかを含んでなることを特徴とする。
【０００６】
　好適な実施態様として、以下に列挙するようなものが例示される。
　まず、構成材料としては、以下の態様のものが好適である。
（１）上記構成材料が透明性を有する材料であるもの。
（２）上記構成材料が不透明性を有する材料であるもの。
（３）上記構成材料が紙面等の文字等を摩擦除去するに際しての耐崩壊性に優れる材料か
ら構成されているもの。
【０００７】
（４）上記樹脂成分が塩化ビニル系樹脂であるもの。
（５）上記塩化ビニル系樹脂が、少なくとも、重合度４００～３０００程度のポリ塩化ビ
ニル、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体およびエチレンー塩化ビニル共重合体のいずれか
一種を含むもの。
                                                                        
【０００８】
（６）上記樹脂成分が熱可塑性エラストマーであるもの。
（７）上記熱可塑性エラストマーが、少なくとも、スチレン系熱可塑性エラストマーおよ
びオレフィン系エラストマーのいずれか１種を含むもの。
【０００９】
（８）上記スチレン系熱可塑性エラストマーが、少なくとも、スチレン―ブタジエン―ス
チレン共重合体、スチレン―イソプレン―スチレン共重合体、スチレン―エチレンブチレ
ン―スチレン共重合体、スチレン―エチレンプロピレン―スチレン共重合体、スチレン―
エチレンエチレンプロピレン―スチレン共重合体のいずれか一種を含むもの。
【００１０】
（９）上記オレフィン系エラストマーが、少なくとも、オレフィン系熱可塑性エラストマ
ー、エチレン－αオレフィン共重合体、プロピレン－αオレフィン共重合体、エチレン－
αオレフィン共重合体（メタロセン触媒）、非晶性ポリαオレフィン、高密度ポリエチレ
ン、低密度ポリエチレン、超低密度ポリエチレンおよびポリプロピレンのいずれか一種を
含むもの。
【００１１】
（１０）上記ゴム成分が、少なくとも、スチレン―ブタジエンゴム、ブタジエンゴム、エ
チレンプロピレンゴム、エチレンプロピレン三元共重合体およびアクリルゴムのいずれか
１種を含んでなるもの。
（１１）上記ゴム成分がコア・シェル構造であるもの。
【００１２】



(5) JP 4643299 B2 2011.3.2

10

20

30

40

50

　次に、形状構造としては、以下の態様のものが好適である。
（１）適用対象となる小型ノート類の頁の縦寸法に対応した長さを有する細い薄板状に形
成されているもの。
【００１３】
（２）適用対象となる小型ノート類の頁の縦寸法に対応した長さを有する細い棒状に形成
されているもの。
【００１４】
（３）適用対象となる小型ノート類の頁の縦横寸法に対応した形状寸法を有する矩形薄板
状に形成されているもの。
【００１５】
（４）適用対象となる小型ノート類の頁の縦横寸法に対応した形状寸法を有する矩形薄板
状に形成され、上記矩形輪郭の一側部に上記小型ノート類の綴じ具用の綴じ穴が配設され
ているもの。
【００１６】
（５）適用対象となる小型ノート類の頁の縦寸法に対応した長さを有する細い薄板状に形
成されるとともに、その側部に沿って物差し用目盛が設けられているもの。
【００１７】
（６）適用対象となる小型ノート類の頁の縦寸法に対応した長さを有する細い薄板状に形
成されるとともに、ルーペ用凸レンズ部が設けられているもの。
【００１８】
（７）適用対象となる小型ノート類の頁の縦寸法に対応した長さを有する細い薄板状に形
成されるとともに、双眼鏡用凸レンズ部が一対設けられているもの。
【００１９】
（８）適用対象となる小型ノート類の頁の縦横寸法に対応した形状寸法を有する矩形薄板
状に形成されるとともに、その表面にメモ書用罫線が設けられているもの。
【００２０】
（９）適用対象となる小型ノート類の頁の縦横寸法に対応した形状寸法を有する矩形薄板
状に形成されるとともに、各種形状の穴部が間隔を持って複数個設けられているもの。
【００２１】
（１０）適用対象となる小型ノート類の頁の縦横寸法に対応した形状寸法を有する矩形薄
板状に形成されるとともに、一部に上記小型ノート類の頁に挟み込み係止するためのクリ
ップ部が設けられているもの。
【００２２】
（１１）適用対象となる小型ノート類の頁の縦横寸法に対応した形状寸法を有する矩形薄
板状に形成されるとともに、少なくとも片面が多数の小突起を均一に配されてなる洋服用
ブラシ面とされているもの。
【００２３】
（１２）適用対象となる小型ノート類の頁の縦寸法に対応した長さを有する細い薄板状に
形成されるとともに、上記小型ノート類の筆記具挿入穴内に嵌挿保持される断面形状を備
えているもの。
【００２４】
　また、取付構造としては、以下の態様のものが好適である。
（１）一部に紐等の連結部材の一端部が取付け可能とされ、この連結部材により、適用対
象となる小型ノート類に付属の鉛筆等の筆記具に連結可能とされているもの。
【００２５】
（２）一部に紐等の連結部材の一端部が取付け可能とされ、この連結部材の他端部にクリ
ップ等の留め具が取り付けられているもの。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、特に、近時一般社会人や学生等の必需品となっている手帳やシステム
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手帳等の携帯可能な小型ノート類専用の栞を提供することができるとともに、消字性に優
れる材料から構成されているから、字消し（消し具）としても有効利用することができる
。
【００２７】
　また、上述した好適な実施態様に対応した種々の機能が有効に発揮される結果、多機能
な機能を備えた使い勝手の良好な栞を提供することができ、一般ユーザの嗜好の多様化に
も適宜対応することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００２９】
実施形態１
　本発明に係る栞が図１および図２に示されており、この栞１は、具体的には図２に示す
ように、手帳やシステム手帳等の携帯可能な小型ノート類（図示の場合は手帳）２の頁２
ｎ、２ｎ+1間に挟み込んで、所定の頁２ａの目印として用いられるものである。
【００３０】
　この栞１は、適用対象である手帳２の形状寸法に対応するとともに、栞としての機能が
発揮し得る形状寸法に設定されている。図示の実施形態の栞１は、図示のごとく細い薄板
状のもので、適用対象である手帳２の頁２ｎの縦寸法Ｈ0（例えばＨ0＝１３０ｍｍ）に対
応した長さ寸法Ｌ（例えばＬ＝１００ｍｍ）を有するとともに、頁２ｎ、２ｎ+1間に挟み
込んで栞としての機能が発揮し得る厚さ寸法Ｔ（例えばＴ＝１ｍｍ）を有する。この厚さ
寸法Ｔは、字消しとして活用できる強度を備える範囲内で、可及的に小さく設定されるこ
とが好ましい。
【００３１】
　栞１の構成材料は、消字性に優れる構成材料、より望ましくは、紙面等の文字等を摩擦
除去するに際しての耐崩壊性にも優れる構成材料であり、例えば、従来の字消し素材を基
材とする組成物から構成されるのが好適で、塩ビ素材、非塩ビ素材あるいはゴム素材が好
適に用いられる。これら構成材料を選択使用することで、栞１の色彩を適宜選択設定可能
であり、透明か不透明かの透明度のほか、白、赤、黄、緑、青、黒等の着色も自由に設定
可能である。
【００３２】
　栞１の具体的な構成材料としては、少なくとも、樹脂成分およびゴム成分のいずれかを
含む。
【００３３】
　上記樹脂成分としての塩化ビニル系樹脂としては、従来用いられている塩化ビニル系樹
脂が全て用いられ、例えば、重合度４００～３０００程度のポリ塩化ビニルのほか、塩化
ビニル－酢酸ビニル共重合体、エチレンー塩化ビニル共重合体等が挙げられ、これらは単
独でまたは必要に応じ２種以上組み合わせて用いられる。
【００３４】
　　また、上記樹脂成分としては、熱可塑性エラストマーも好適であり、スチレン系およ
びオレフィン系熱可塑性エラストマーが好適に使用され、これらは単独でまたは必要に応
じて２種以上組み合わせて用いられるが、特にスチレン系熱可塑性エラストマーが好適で
ある。
【００３５】
　熱可塑性エラストマーの一般的な構造は、軟質層（ソフトセグメント）と硬質層（ハー
ドセグメント）からなる。軟質層と硬質層が相まって、熱可塑性エラストマー特有のゴム
弾性を保持するが、成形加工時に、硬質層が溶融・可塑化して成形加工性を発現させ、成
形が終了すると硬化して、塑性変形を防止する拘束成分としての機構を発現する。
【００３６】
　スチレン系熱可塑性エラストマーとしては、例えば、スチレン－ブタジエン－スチレン
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共重合体、スチレン－イソプレン－スチレン共重合体、スチレン－エチレンブチレン－ス
チレン共重合体、スチレン－エチレンプロピレン－スチレン共重合体、スチレン－エチレ
ンエチレンプロピレン－スチレン共重合体およびスチレン系熱可塑性エラストマーコンパ
ウンドなどが挙げられ、これらは単独でもよいが、必要に応じて２種以上組み合わせて用
いてもよい。スチレン系熱可塑性エラストマーの市販品の一例を次に列挙する。
【００３７】
　スチレン－ブタジエン－スチレン共重合体としては、例えば、タフプレン（Ａ、１２５
、１２６など）、アサプレンＴ（４１１、４１４など）（以上、旭化成株式会社）および
クレイトンＤ（１１０１、１１０２など）（クレイトンポリマージャパン株式会社）が挙
げられる。
【００３８】
　スチレン－イソプレン－スチレン共重合体としては、例えば、クレイトンＤ１１２４（
クレイトンポリマージャパン株式会社）が挙げられる。
【００３９】
　スチレン－エチレンブチレン－スチレン共重合体としては、例えば、タフテックＨ（１
０３１、１０４１など）（旭化成株式会社）、セプトン（８００４、８００６など）（株
式会社クラレ）およびクレイトンＧ（１６５０、１６５１など）（クレイトンポリマージ
ャパン株式会社）が挙げられる。
【００４０】
　スチレン－エチレンプロピレン－スチレン共重合体としては、例えば、セプトン（２０
０２、２００５など）（株式会社クラレ）が挙げられる。
【００４１】
　スチレン－エチレンエチレンプロピレン－スチレン共重合体としては、例えば、セプト
ン４０３３（株式会社クラレ）が挙げられる。
【００４２】
　オレフィン系エラストマーとしては、例えば、オレフィン系熱可塑性エラストマー、エ
チレン－αオレフィン共重合体、プロピレン－αオレフィン共重合体、エチレン－αオレ
フィン共重合体（メタロセン触媒）、非晶性ポリαオレフィン、高密度ポリエチレン、低
密度ポリエチレン、超低密度ポリエチレンおよびポリプロピレンなどのオレフィン系エラ
ストマーが挙げられ、これらは単独でもよいが、必要に応じて２種以上組み合わせて用い
てもよい。
【００４３】
　オレフィン系エラストマーの市販品の一例としては、例えば、ミラストマー（７０３０
、８０３０など）（三井化学株式会社）等が挙げられる。
【００４４】
　エチレン－α－オレフィン共重合体の市販品の一例としては例えばタフマー（Ａ－４０
８５、Ｐ－０１８０、Ｐ－０４８０など）（三井化学株式会社）等が挙げられる。
【００４５】
　ゴム成分としては、例えば、ＳＢＲ（スチレン－ブタジエンゴム）、ＢＲ（ブタジエン
ゴム）、ＥＰＭ（エチレンプロピレンゴム）、ＥＰＤＭ（エチレンプロピレン三元共重合
体）、ＡＣＭ（アクリルゴム）が挙げられ、これらは単独でもよいが、必要に応じて２種
以上組み合わせて用いてもよい。
【００４６】
　また、ゴム成分は、コア・シェル構造を備えるものであってもよい。コア・シェル構造
のゴム成分は、芯部分と外殻部分からなる構造を持ち、その芯部分と外殻部分で組成が異
なる。このように高分子材料のゴム成分がコア・シェル構造を備えることにより、(i)ガ
ラス転移温度（Ｔｇ）の高いものと低いものとの組み合せにより、Ｔｇのコントロールが
できる、(ii)外殻部分の樹脂を変えることにより、他の材料への相溶性や接着性を調整で
きる、および(iii)粘性の高いものと弾性の高いものを組み合わせて、粘弾性のコントロ
ールができる、等のメリットがある。
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【００４７】
　ＳＢＲとしては、例えば、ＪＳＲ（０２０２、Ｔ５５８２など）（ＪＳＲ株式会社）お
よびＮｉｐｏｌ（１７２１、２０５７Ｓなど）（日本ゼオン株式会社）が挙げられる。
【００４８】
　ＢＲとしては、例えば、ＪＳＲ（ＲＢ８１０、ＲＢ８２０、ＲＢ８３０など）（ＪＳＲ
株式会社）およびＮｉｐｏｌ（ＢＲ１２２０、ＢＲ１２４１など）（日本ゼオン株式会社
）が挙げられる。 
【００４９】
　ＥＰＭとしては、例えば、ＪＳＲ　ＥＰ５７Ｐ（ＪＳＲ株式会社）が挙げられる。
【００５０】
　ＥＰＤＭとしては、例えば、ＪＳＲ　ＥＰ２４、ＥＰ２７（ＪＳＲ株式会社）が挙げら
れる。
【００５１】
ＡＣＭとしては、例えば、Ｎｉｐｏｌ（ＡＲ３１・ＡＲ３２など）（日本ゼオン株式会社
）が挙げられ、また、コア・シェル構造からなるパラペット（ＳＡ－ＮＷ００１など）（
株式会社クラレ）、およびＲＰ－１０１（根上工業株式会社）が挙げられる。
【００５２】
　　可塑剤としては、例えば、ジ－２－エチルヘキシルフタレート（ＤＯＰ）、ジ－ｎ－
オクチルフタレート（ｎ－ＤＯＰ）、ジイソノニルフタレート（ＤＩＮＰ）、ジノニルフ
タレート（ＤＮＰ）、ジイソデシルフタレート（ＤＩＤＰ）、ジトリデシルフタレート（
ＤＴＤＰ）、ジウンデシルフタレート（ＤＵＰ）等のフタル酸系可塑剤；トリ－２－エチ
ルヘキシルトリメリテート（ＴＯＴＭ）、トリイソデシルトリメリテート（ＴＩＤＴＭ）
、トリイソオクチルトリメリテート（ＴＩＯＴＭ）、トリイソノニルトリメリテート等の
トリメリット酸系可塑剤；トリオクチルピロメリット酸（ＴＯＰＭ）等のピロメリット酸
系可塑剤；分子量１０００以上のポリエステル系可塑剤；エポキシ化トリグリセリド、エ
ポキシ化脂肪酸モノエステル、エポキシ化大豆油、エポキシ化アマニ油、エポキシ化脂肪
酸エステル、エポキシヘキサヒドロフタル酸ジ－２－エチルヘキシル（Ｅ－ＰＳ）、エポ
キシヘキサヒドロフタル酸ジ－ｎ－オクチル（ｎＥ－ＰＳ）、エポキシヘキサヒドロフタ
ル酸ジエポキシステアリル（Ｅ－ＰＯ）等のエポキシヘキサヒドロフタル酸エステル等の
エポキシ系可塑剤；ジ－２－エチルヘキシルアジペート（ＤＯＡ）、ジイソノニルアジペ
ート（ＤＩＮＡ）、ジイソデシルアジペート（ＤＩＤＡ）等のアジピン酸系可塑剤；ジ－
２－エチルヘキシルセバケート（ＤＯＳ）、ジブチルセバケート（ＤＢＳ）等のセバシン
酸系可塑剤；ジ－２－エチルヘキシルアゼレート（ＤＯＺ）等のアゼライン酸系可塑剤；
トリクレジルフォスフェート（ＴＣＰ）、トリ－２－エチルヘキシルフォスフェート（Ｔ
ＯＰ）等のリン酸系可塑剤; トリエチルシトレート、アセチルトリ－ｎ－ブチルシトレー
ト、トリ－ｎ－ブチルシトレート、アセチルトリエチルシトレート、アセチルトリ－（２
－エチルヘキシル）シトレート等のクエン酸系可塑剤が挙げられる。これらは単独でまた
は必要に応じ２種以上組み合わせて用いられる。
【００５３】
　本実施形態の栞１は、図示のように、手帳２に備え付けられた鉛筆等の筆記具（図示の
場合は鉛筆）３に紐等の連結部材４によって連結されて用いられる。
【００５４】
　具体的には、栞１の上端部に連結孔１ｂが設けられており、ここに上記連結部材４の一
端部４ａが挿通して取付け接続されるとともに、この連結部材４の他端４ｂが、上記手帳
２の筆記具３の上端の連結孔３ａに挿通して取付け接続されて、両者１、３が連結されて
いる。
【００５５】
　しかして、以上のように構成された栞１は、図２に示すように、手帳２の頁２ｎ、２ｎ
+1の間に挟み込んで、書きかけや読みかけの頁２ａの目印として用いる。
【００５６】
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　一方、手帳２の頁２ａに鉛筆３により書き込んだ文字を修正する場合には、上記栞１の
角部１ａを対象となる文字に当てて摩擦消去することができ、簡易な字消しとしても機能
する。
【００５７】
　さらに、栞１の持つ消字性を利用して、その表面には鉛筆等による筆記が可能であると
ともに、その構成材料の持つ消字性により、一旦書いた文字等も手指にて擦ることにより
容易に消すことができる。したがって、栞１を本来の栞として用いるほか、見出し機能を
繰返し発揮し得る付箋としても使用可能である。
【００５８】
　この場合、例えば、赤、青および黄など、構成材料により各種色彩の栞１を複数種類用
意しておくことで、これら付箋１、１、…を選択的に色替え使用すれば、さらに使い勝手
が向上する。
【００５９】
実施形態２
　本実施形態は図３に示されており、具体的な形状構造が改変されたものである。
【００６０】
　すなわち、本実施形態の栞１は、図示のごとく円形断面を有する細い円柱棒状のもので
、z図２に示すような適用対象である手帳２の頁２ｎの縦寸法Ｈ0（例えばＨ0＝１３０ｍ
ｍ）に対応した長さを有するとともに、頁２ｎ、２ｎ+1間に挟み込んで栞としての機能が
発揮し得る外径寸法Ｄ（例えばＤ＝１．５ｍｍ）を有する。この外径寸法Ｄは、字消しと
して活用できる強度を備える範囲内で、可及的に小さく設定されることが好ましい。
【００６１】
　なお、栞１の具体的な断面形状は、図示のような円形のほか、三角形、正方形、楕円等
の他の形状とすることも可能で、目的に応じて、各種断面形状の細い棒状構造が採用可能
である。
　その他の構成および作用は実施形態１と同様である。
【００６２】
実施形態３
　本実施形態は図４および５に示されており、具体的な形状構造が改変されたものである
。
【００６３】
　すなわち、本実施形態の栞１は、図示のごとく適用対象である手帳２の頁２ｎの縦横寸
法に対応した形状寸法を有する矩形薄板状のものである、具体的には、図示の栞１は、適
用対象である手帳２の頁２ｎの縦横寸法Ｈ0、Ｗ0（例えば、Ｈ0＝１３０ｍｍ、Ｗ0＝８５
ｍｍ）より若干大きな縦横寸法Ｈ、Ｗ（例えば、Ｈ＝１２０ｍｍ、Ｗ＝７０ｍｍ）に設定
されるとともに、頁２ｎ、２ｎ+1間に挟み込んで栞としての機能が発揮し得る厚さ寸法Ｔ
（例えばＴ＝１ｍｍ）を有する。この厚さ寸法Ｔは、字消しとして活用できる強度を備え
る範囲内で、可及的に小さく設定されることが好ましい。
【００６４】
　しかして、以上のように構成された栞１においては、図５に示すように、手帳２の頁２
ｎ、２ｎ+1の間に挟み込んで、栞本来の用い方をする一方、手帳２の頁２ａの紙面に鉛筆
３で書き込む際の下敷きとしても使用可能である。
　その他の構成および作用は実施形態１と同様である。
【００６５】
実施形態４
　本実施形態は図６および７に示されており、具体的な形状構造が改変されたものである
。
【００６６】
　すなわち、本実施形態の栞１は、頁用紙が差替え自由な構造を備えたいわゆるシステム
手帳１２に専用の構造を備える。
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【００６７】
　具体的には、栞１は、適用対象となるシステム手帳１２の頁（用紙）１２ｎの縦横寸法
に対応した形状寸法を有する矩形薄板状に形成されるとともに、この栞１の矩形輪郭の一
側部つまり綴じ側側部１ｃにシステム手帳１2の綴じ具１３のリング１３ａ、１３ａ、…
用の綴じ穴１４が複数（図示の場合８穴）配設されている。
【００６８】
　なお、栞１自体の形状寸法は、具体的には、適用対象であるシステム手帳１２の頁（用
紙）１２ｎの縦横寸法Ｈ0、Ｗ0（例えば、Ｈ0＝１２５ｍｍ、Ｗ0＝８０ｍｍ）とほぼ同じ
縦横寸法Ｈ、Ｗ（例えば、Ｈ＝１２５ｍｍ、Ｗ＝８０ｍｍ）に設定されるとともに、頁１
２ｎ、１２ｎ+1間に挟み込んで栞としての機能が発揮し得る厚さ寸法Ｔ（例えばＴ＝１ｍ
ｍ）を有する。この厚さ寸法Ｔは、字消しとして活用できる強度を備える範囲内で、可及
的に小さく設定されることが好ましい。
【００６９】
　しかして、以上のように構成された栞１においては、実施形態３の場合と同様に、シス
テム手帳１２の頁１２ｎ、１２ｎ+1の間に挟み込んで、栞本来の用い方をする一方、シス
テム手帳１２の頁１２ａの紙面に鉛筆３で書き込む際の下敷きとしても使用可能である。
【００７０】
また、本実施形態の栞１においては、図７に示すように、その綴じ穴１４、１４、…をシ
ステム手帳１2の綴じ具１３のリング１３ａ、１３ａ、…に挿通させて綴じることができ
るので、実施形態１～３のような連結部材４による連結支持構造は不要である。
　その他の構成および作用は実施形態１と同様である。
【００７１】
実施形態５
　本実施形態は図８および９に示されており、具体的構造が改変されたものである。
【００７２】
　すなわち、本実施形態の栞１は、いわゆるメジャー機能を備えた構造とされている。
　具体的には、栞１は、図示のごとく扁平な菱形断面を有する細い薄板状のもので、適用
対象である手帳２の頁２ｎの縦寸法Ｈ0（例えばＨ0＝１４０ｍｍ）に対応した長さ寸法Ｌ
（例えばＬ＝１２０ｍｍ）を有するとともに、中央の最大肉厚部分の厚さ寸法Ｔが頁２ｎ
、２ｎ+1間に挟み込んで栞としての機能が発揮し得る大きさ（例えばＴ＝１ｍｍ）に設定
されている。この最大厚さ寸法Ｔは、字消しとして活用できる強度を備える範囲内で、可
及的に小さく設定されることが好ましい。
【００７３】
　また、栞１の片側側部に沿って、物差し用目盛１５が設けられており、栞１の構成材料
も、目的に応じて、透明性を有する材料または不透明性を有する材料が選択採用される。
【００７４】
　しかして、以上のように構成された栞１は、図９に示すように、手帳２の頁２ｎ、２ｎ
+1の間に挟み込んで、書きかけや読みかけの頁２ａの目印として用いる。
【００７５】
　一方、手帳２の頁２ａ表面に当てて、その側縁１ｄに鉛筆３を沿わせて線を書くことに
より、直線定規として用いることができるとともに、上記物差し用目盛１５を用いて長さ
等の寸法測定ができる。
【００７６】
　また、上記鉛筆３により書き込んだ頁２ａ上の直線や文字を修正する場合には、栞１の
角部１ａを対象となる直線や文字に当てて摩擦消去することができ、簡易な字消しとして
も機能する。
　その他の構成および作用は実施形態１と同様である。
【００７７】
実施形態６
　本実施形態は図１０に示されており、実施形態５の具体的構造が若干改変されたもので
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ある。
【００７８】
　すなわち、本実施形態の栞１は、実施形態５のメジャー機能等に加えて、さらに拡大鏡
機能を備えた多機能構造とされている。
【００７９】
　具体的には、栞１は、図示のごとく扁平な菱形断面を有する細い薄板状とされるととも
に、その一端側中央部に、ルーペ用凸レンズ部１６が設けられている。
【００８０】
　しかして、本実施形態の栞１は、上述した実施形態５の各種機能に加えて、手帳２の頁
２ａ上の小さな文字を拡大して見るルーペとして用いることができる。
　その他の構成および作用は実施形態５と同様である。
【００８１】
実施形態７
　本実施形態は図１１に示されており、実施形態５の具体的構造が若干改変されたもので
ある。
【００８２】
　すなわち、本実施形態の栞１も、実施形態５のメジャー機能等に加えて、さらに拡大鏡
機能を備えた多機能構造とされている。
【００８３】
　具体的には、栞１は、図示のごとく扁平な菱形断面を有する細い薄板状とされるととも
に、その両端側中央部に、双眼鏡用凸レンズ部１７、１７が設けられている。
【００８４】
　しかして、本実施形態の栞１は、実施形態６と同様、上述した実施形態５の機能に加え
て、離れた箇所の物体等を拡大して見るオペラグラスとして用いることができる。
　その他の構成および作用は実施形態５と同様である。
【００８５】
実施形態８
　本実施形態は図１２に示されており、実施形態４の具体的構造が若干改変されたもので
ある。
【００８６】
　すなわち、本実施形態の栞１は、実施形態４のシステム手帳専用構造等に加えて、さら
にメモ帳機能を備えた多機能構造とされている。
【００８７】
　具体的には、栞１は、実施形態４と同様、適用対象となるシステム手帳１２の頁（用紙
）１２ｎの縦横寸法に対応した形状寸法を有する矩形薄板状に形成されるとともに、その
表面にメモ書用罫線１８、１８、…が設けられている。
【００８８】
　しかして、本実施形態の栞１は、上述した実施形態４の各種機能に加えて、システム手
帳１２の頁２ａと同様なメモ書用頁として鉛筆等による筆記が可能であるとともに、その
構成材料の持つ消字性により、一旦書いた文字等も手指にて擦ることにより容易に消すこ
とができ、繰返しメモ書用頁として使用することができる。
　その他の構成および作用は実施形態４と同様である。
【００８９】
実施形態９
　本実施形態は図１３に示されており、実施形態３の具体的構造が改変されたものである
。
【００９０】
　すなわち、本実施形態の栞１は、実施形態３の構造において消字機能がより発揮し得る
構造が付加されている。
【００９１】
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　具体的には、栞１は、実施形態３と同様、適用対象となる手帳２の頁（用紙）２ｎの縦
横寸法に対応した形状寸法を有する矩形薄板状に形成されるとともに、図示のごとく三角
形、円形、四角形等の各種形状の穴部１９ａ、１９ｂ、…、１９ｆが間隔を持って複数個
（図示の場合は６個）、抜き穴状に貫設されている。
【００９２】
　これら穴部１９ａ、１９ｂ、…、１９ｆは、栞１の字消しとしての使用による栞本体の
経時的な消耗が、これら穴部１９ａ、１９ｂ、…、１９ｆのいずれかに達すると（図面に
おける仮想線参照）、その連結開放部分に新たな角部１ａを形成するように構成されてい
る。
【００９３】
　しかして、本実施形態の栞１は、上述した実施形態３の各種機能に加えて、栞１の字消
しとしての使用による栞本体の経時的な消耗に拘らず、むしろこの消耗を有効利用して、
上記穴部１９ａ、１９ｂ、…、１９ｆのいずれかによる新たな角部１ａが順次形成される
こととなり、シャープな字消し機能が経時的に安定して保持され得る。
　その他の構成および作用は実施形態３と同様である。
【００９４】
実施形態１０
　本実施形態は図１４および１５に示されており、具体的構造が改変されたものである。
【００９５】
　すなわち、本実施形態の栞１は落下防止機能を備えており、具体的には、適用対象であ
るシステム手帳１２の頁（用紙）１２ｎの縦横寸法Ｈ0、Ｗ0（例えば、Ｈ0＝１４０ｍｍ
、Ｗ0＝８０ｍｍ）に対応した形状寸法を有する矩形薄板状に形成されるとともに、頁１
２ｎ、１２ｎ+1間に挟み込んで栞としての機能が発揮し得る厚さ寸法Ｔ（例えばＴ＝１ｍ
ｍ）を有する。この厚さ寸法Ｔは、字消しとして活用できる強度を備える範囲内で、可及
的に小さく設定されることが好ましい。
【００９６】
　また、栞１の一部、つまり幅方向中央部には、クリップ部２０が設けられている。この
クリップ部２０は、図１４（a）および（b）に示すように、栞１の本体部分に対して若干
角度をもった傾斜片状に一体形成されており、図１５に示すように、上記システム手帳１
２の頁１２ｎに挟み込み係止する構造とされている。
【００９７】
　しかして、以上のように構成された栞１においては、システム手帳１２の頁１２ａ、１
２ｎ+1の間に挟み込みながら、その本体部分とクリップ部２０により頁１２ａを上側から
挟み込んで係止させて使用する。
【００９８】
また、このようにクリップ部２０により頁１２ａに係止させて落下防止できるので、実施
形態１のような連結部材４による連結支持構造や実施形態４のような綴じ構造は不要であ
る。
　その他の構成および作用は実施形態１と同様である。
【００９９】
実施形態１１
　本実施形態は図１６に示されており、実施形態３の具体的構造が改変されたものである
。
【０１００】
　すなわち、本実施形態の栞１は、上述した実施形態３の各種機能に加えて、簡易な洋服
ブラシ機能が付加されている。
【０１０１】
　具体的には、栞１は、実施形態３と同様、適用対象となる手帳２の頁（用紙）２ｎの縦
横寸法に対応した形状寸法を有する矩形薄板状に形成されるとともに、片面が図示のごと
く多数の小突起を均一に配されてなる洋服用ブラシ面２１とされている。なお、両面が洋
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服用ブラシ面２１、２１とされても良い。
【０１０２】
　この洋服用ブラシ面２１の表面性状は、洋服、ズボン等の衣類表面に当ててブラシがけ
することで（図示省略）、衣類表面に付着するホコリや毛玉等が洋服用ブラシ面２１に有
効に回収除去されるように構成されている。
【０１０３】
　しかして、本実施形態の栞１は、上述した実施形態３の各種機能に加えて、必要に応じ
て衣類表面に洋服用ブラシ面２１を当ててブラシがけすることで、衣類表面に付着するホ
コリや毛玉等を有効に除去することができ、商談や社交等の直前の嗜み道具としても機能
する。
　その他の構成および作用は実施形態３と同様である。
【０１０４】
実施形態１２
　本実施形態は図１７に示されており、実施形態１の具体的構造が改変されたものである
。
【０１０５】
　すなわち、本実施形態の栞１は、上述した実施形態１における連結支持構造が改変され
、より汎用性に富む構成とされている。
【０１０６】
　具体的には、栞１の上端部に連結孔１ｂに、連結部材２２の一端部２２ａが挿通して取
付け接続可能とされるとともに、この連結部材２２の他端部２２ｂに留め具２３が取り付
けられている。この留め具２３は、例えば、上記手帳２のカバーや頁２ｎ等の一部に取外
し可能に係止可能な構造とされ、図示の実施形態においては、手指にて開閉操作されるク
リップ構造を備える。
【０１０７】
　しかして、本実施形態の栞１は、上述した実施形態１の各種機能に加えて、留め具２３
により手帳２の一部に留めて支持させることができ、鉛筆等の筆記具の有無に関わらず栞
１の落下防止が図られ、汎用性に富む。
　その他の構成および作用は実施形態１と同様である。
【０１０８】
　実施形態１３
　本実施形態は図１８および図１９に示されており、実施形態１２の具体的構造がさらに
改変されたものである。
【０１０９】
　すなわち、本実施形態の栞１は、上述した実施形態１２の汎用性に富む構成において、
適用対象である手帳２の筆記具挿入穴２５に挿入保持可能な構成とされている。
【０１１０】
　具体的には、この栞１は、図示のごとく細い薄板状のもので、その長さ寸法Ｌと厚さ寸
法Ｔは実施形態１のものと同様に設定されるとともに、その断面形状が適用対象である手
帳２の筆記具挿入穴２５内に嵌挿保持されるように形成されている。
【０１１１】
　図示の栞１においては、図１８（ｂ）に示すように、ほぼ矩形の断面輪郭形状における
短辺側の対辺１ｅ、１ｅ同士が、手帳２の筆記具挿入穴２５の円形内径Ｄに対応した径寸
法ｄの円形輪郭（図１８（ａ）の二点鎖線円参照）の一部を構成する円弧とされている。
【０１１２】
　これにより、図１８（ｂ）に示すように、栞１が上記筆記具挿入穴２５内に挿入された
状態において、上記対辺１ｅ、１ｅに対応した栞１の円筒面１Ｅ、１Ｅが筆記具挿入穴２
５の円筒内径面に当接係合して、栞１は筆記具挿入穴２５に安定して嵌挿保持されること
となる。
【０１１３】
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　また、これに関連して、栞１の先端部３０は、図１８（ａ）に示すごとく鉛筆等の先端
部分と同様な尖った形状とされ、手帳２の筆記具挿入穴２５への挿入動作が円滑に行われ
るとともに、字消し操作が容易な構成とされている。
【０１１４】
　しかして、本実施形態の栞１は、図１９（ａ）に示すように、実施形態１と同様に、手
帳２の頁２ｎ、２ｎ+1の間に挟み込んで、書きかけや読みかけの頁２ａの目印として用い
るとともに、必要に応じて簡易な字消しとしても使用でき、また、不使用時には、図１９
（ｂ）に示すように、筆記具挿入穴２５に収納する。
【０１１５】
　また、本実施形態の栞１は、実施形態１２と同様の留め具２３を備えるから、この留め
具２３を手帳２の一部に留めて、栞１の落下防止用として使用するほか、図１９（ｂ）に
示すように、手帳２の頁に挟み込んで、栞１と同時にあるいは栞１の不使用時に補助的な
栞としても使用することができる。
　その他の構成および作用は実施形態１２と同様である。
【実施例】
【０１１６】
　続いて、本発明に係る栞を実施例および比較例に基づいてさらに詳細に説明するが、こ
れらは本発明の範囲を何ら制限するものではない。
【０１１７】
　表１に示した材料を使用して、表２～表１１に示す組成の栞を試料として製作し、各試
料についての消字性および耐崩壊性を測定、評価した。
【０１１８】
実施例１～４
　表２に示す組成の栞（実施例１～４）をそれぞれ調製した。なお、表中の各成分の割合
は重量部で示されている。
【０１１９】
　具体的には、表２に示すように、樹脂成分として塩化ビニル系樹脂を使用して、所定の
割合で配合した生地を、１３０℃に保温した所定形状寸法の成形型に流し込んで２０分間
加熱した後冷却し、成形型より取り出して、透明性を有する栞（実施例１～４）を得た。
【０１２０】
実施例５、比較例１
　実施例１～４と同様に、表３に示す組成の栞（実施例５、比較例１）をそれぞれ調製し
た。具体的には、表３に示すように、樹脂成分として塩化ビニル樹脂を使用するとともに
、不透明性白色を付与するため炭酸カルシウムを使用し、それぞれ所定の割合で配合して
生地とした。
【０１２１】
実施例６～１０
　実施例１～４と同様に、表４に示す組成の栞（実施例６～１０）をそれぞれ調製した。
具体的には、表４に示すように、樹脂成分としてスチレン系熱可塑性エラストマーを使用
して、所定の割合で配合した生地を、１２０℃に加熱した２本のロールに投入して充分混
練りを行った後、プレス成形により所定形状寸法の透明性を有する栞（実施例１～４）を
得た。
【０１２２】
実施例１１、１２
　実施例１～４と同様に、表５に示す組成の栞（実施例１１、１２）をそれぞれ調製した
。具体的には、表５に示すように、樹脂成分としてスチレン系熱可塑性エラストマーを使
用するとともに、不透明性白色を付与するため炭酸カルシウムを使用し、それぞれ所定の
割合で配合して生地とした。
【０１２３】
実施例１３、１４
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　実施例１～４と同様に、表６に示す組成の栞（実施例１３、１４）をそれぞれ調製した
。具体的には、表６に示すように、樹脂成分としてオレフィン系熱可塑性エラストマーを
使用し、所定の割合で配合して生地とした。
【０１２４】
実施例１５、比較例２、３
　実施例１～４と同様に、表７に示す組成の栞（実施例１５、比較例２、３）をそれぞれ
調製した。具体的には、表７に示すように、実施例１５については、ゴム成分としてブタ
ジエンゴムを使用し、比較例２、３については、酢酸ビニルを使用して、それぞれ所定の
割合で配合して生地とした。
【０１２５】
実施例１６
　実施例１～４と同様に、表８に示す組成の栞（実施例１６）を調製した。具体的には、
表８に示すように、樹脂成分としてアクリル樹脂を使用するとともに、不透明性白色を付
与するため炭酸カルシウムを使用し、所定の割合で配合して生地とした。
【０１２６】
実施例１７～２０
　実施例１～４と同様に、表９に示す組成の栞（実施例１６）を調製した。具体的には、
表９に示すように、樹脂成分としてアクリル樹脂を使用し、それぞれ所定の割合で配合し
て生地とした。
【０１２７】
実施例２１～２３
　実施例１～４と同様に、表１０に示す組成の栞（実施例２１～２３）を調製した。具体
的には、表１０に示すように、樹脂成分としてアクリル樹脂を使用し、それぞれ所定の割
合で配合して生地とした。
【０１２８】
実施例２４
　実施例１～４と同様に、表１１に示す組成の栞（実施例２４）を調製した。具体的には
、表１１に示すように、ゴム成分としてブタジエンゴムを使用するとともに、不透明性白
色を付与するため炭酸カルシウムを使用し、所定の割合で配合して生地とした。
【０１２９】
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【０１３０】
【表２】

【０１３１】
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【表３】

【０１３２】
【表４】

【０１３３】
【表５】

【０１３４】
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【０１３５】
【表７】

【０１３６】
【表８】

【０１３７】
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【表９】

【０１３８】
【表１０】

【０１３９】
【表１１】

【０１４０】
　このようにして得た実施例１～２４および比較例１～３の栞を試料として、各試料につ
いての消し能力試験を行い、消字性および耐崩壊性を測定、評価した。
【０１４１】
消し能力試験：
１．試験片：
　実施例１～２４および比較例１～３で得た栞（直径Ｄ＝○○ｍｍ、長さL＝○○ｍｍの
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細い円柱棒状ペレット）
２．試験方法：
　細い円柱棒状の試験片を、ＪＩＳ－Ｓ－６０５０　図３に記載の消し能力試験機に取り
付けて、消字性の測定を行うとともに、その際の試験片の耐崩壊性を評価した。
その際の試験片の耐崩壊性（試験片の重さの磨耗量）を測定または評価した。具体的な試
験方法は下記のとおりである。
【０１４２】
（ａ）消字性の測定方法（ＪＩＳ－Ｓ－６０５０より）
（１）上記の細い円柱棒状の試験片の先端部を着色紙に対して垂直に、しかも着色線に対
して直角になるように接触させ、紙面に対する加圧力として、試験片に、おもりとホルダ
の質量の和が５００gとなるようにおもりを載せて、１５０±１０cm／min の速さで紙面
に平行な方向へ１０回往復移動させて、着色部を摩消させた。
（２）濃度計（ＤＥＮＳＩＴＯＭＥＴＥＲ ＰＤＡ６５ ｓａｋｕｒａ社製）によって、着
色紙の非着色部分の濃度を０として、着色部及び摩消部の濃度をそれぞれ測定した。
（３）消字性（消字率）は次の式によって算出した。
消字率（％）＝（１－（摩消部の濃度÷着色部の濃度））×１００
【０１４３】
（ｂ）耐崩壊性の評価方法（定義）
　上記のように、試験片を５００ｇ荷重で１０回往復移動させた際に試験片の重さが何ｇ
磨耗減量するかを測定し、評価した。
【０１４４】
３．試験結果：
　これらの試験結果は、表２～表１１の消字性、耐崩壊性の各欄に示されている。
 （ａ）消字性：
　この消字性については、消字率が９０％以上の場合は◎（優良）、消字率が９０％より
も低く８０％以上の場合は○（良）、消字率が８０％よりも低い場合は×（不良）に区分
して評価したところ、実施例１～２４（本発明品）についてはすべて○（良）以上の評価
で、実用上まったく問題なく、特に実施例１、１３および１４以外については優れた消字
性（消字力）を発揮することが判明した。ちなみに、比較例１（比較品）についても、同
様に優れた消字性を発揮した。
　一方、比較例２および３（比較品）については、いずれも×（不良）の評価で、実用上
問題があることが判明した。
【０１４５】
（ｂ）耐崩壊性（磨耗減量）（ｍｇ）：
　この試験片の耐崩壊性については、磨耗減量が０．２ｍｇ以下の場合は◎（優良）、磨
耗減量が０．２ｍｇよりも多く２．０ｍｇ以下の場合は○（良）、磨耗減量が２．０ｍｇ
よりも多い場合は×（不良）に区分して評価したところ、実施例１～２４（本発明品）に
ついてはすべて○（良）以上の評価で、実用上まったく問題なく、特に実施例２～５以外
については優れた耐崩壊性を発揮することが判明した。ちなみに、比較例３（比較品）に
ついても、同様に優れた耐崩壊性を発揮した。
　一方、比較例１および２（比較品）については、いずれも×（不良）の評価で、実用上
問題があることが判明した。
【０１４６】
　なお、上述した実施形態１～１３はあくまでも本発明の好適な実施態様を示すものであ
って、本発明はこれに限定されることなく、その範囲内で種々の設計変更が可能である。
【０１４７】
　例えば、本発明は、特に図示の実施形態のように、手帳やシステム手帳等の携帯可能な
小型ノート類２の頁２ｎ、２ｎ+1間に挟み込んで使用する栞として適しているが、もちろ
ん一般書籍類用の栞としても適用可能である。
【図面の簡単な説明】
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【０１４８】
【図１】本発明の実施形態１である栞を示す斜視図である。
【図２】同栞を手帳に挟んで使用している状態を示す斜視図である。
【図３】本発明の実施形態２である栞を示す斜視図である。
【図４】本発明の実施形態３である栞を示す斜視図である。
【図５】同栞を手帳に挟んで使用している状態を示す斜視図である。
【図６】本発明の実施形態４である栞を示す斜視図である。
【図７】同栞をシステム手帳に綴じて使用している状態を示す斜視図である。
【図８】本発明の実施形態５である栞を示す斜視図である。
【図９】同栞を手帳に挟んで使用している状態を示す斜視図である。
【図１０】本発明の実施形態６である栞を示す斜視図である。
【図１１】本発明の実施形態７である栞を示す斜視図である。
【図１２】本発明の実施形態８である栞を示す斜視図である。
【図１３】本発明の実施形態９である栞を示す斜視図である。
【図１４】本発明の実施形態１０である栞を示し、図１４（ａ）は斜視図、図１４（ｂ）
は図１４（ａ）におけるＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図１５】同栞を手帳に挟んで使用している状態を示す斜視図である。
【図１６】本発明の実施形態１１である栞を示す斜視図である。
【図１７】本発明の実施形態１２である栞を示す斜視図である。
【図１８】本発明の実施形態１３である栞を示し、図１８（ａ）は斜視図、図１８（ｂ）
は手帳の筆記具挿入穴との断面形状寸法関係を示す拡大平面図である。
【図１９】同栞の使用状態を示し、図１９（ａ）は手帳に挟んで使用している状態を示す
斜視図、図１９（ｂ）は筆記具挿入穴に挿入保持された状態を示す斜視図である。
【符号の説明】
【０１４９】
１　　　　　　　　　　　　　　栞
１ａ　　　　　　　　　　　　　栞の角部
１ｂ　　　　　　　　　　　　　栞の連結孔
１ｃ　　　　　　　　　　　　　栞の側部
１ｄ　　　　　　　　　　　　　栞の側縁
２　　　　　　　　　　　　　　手帳（小型ノート類）
２ｎ、２ｎ+1、２ａ　　　　　　手帳の頁（用紙）
３　　　　　　　　　　　　　　鉛筆（筆記具）
３ａ　　　　　　　　　　　　　筆記具の連結孔
４　　　　　　　　　　　　　　連結部材
４ａ、４ｂ　　　　　　　　　　連結部材の端部
１２　　　　　　　　　　　　　システム手帳
１２ｎ、１２ｎ+1、１２ａ　　　システム手帳の頁（用紙）
１３　　　　　　　　　　　　　綴じ具
１３ａ　　　　　　　　　　　　リング
１４　　　　　　　　　　　　　綴じ穴
１５　　　　　　　　　　　　　物差し用目盛
１６　　　　　　　　　　　　　ルーペ用凸レンズ部
１７　　　　　　　　　　　　　双眼鏡用凸レンズ部
１８　　　　　　　　　　　　　メモ書用罫線
１９ａ、１９ｂ、…、１９ｆ　　穴部
２０　　　　　　　　　　　　　クリップ部
２１　　　　　　　　　　　　　洋服用ブラシ面
２５　　　　　　　　　　　　　筆記具挿入穴
H0　　　　　　　　　　　　　　　　　　手帳の頁の縦寸法
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Ｗ0　　　　　　　　　　　　　　　　　　手帳の頁の横寸法
Ｈ　　　　　　　　　　　　　　栞の縦寸法
Ｌ　　　　　　　　　　　　　　栞の長さ寸法
Ｔ　　　　　　　　　　　　　　栞の厚さ寸法
Ｗ　　　　　　　　　　　　　　栞の横寸法

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】
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